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くバイクに興味は無く乗ったこともありませ

んでしたが、顧問をさせて頂いている社長に

「将来もう少し歳を取ったら、みんなでハー

レーに乗ってツーリングしたいですね。」と言

われ、何かそれもかっこいいなと思ったのが

きっかけでした。 

それなら免許だけは少しでも若いうちに取

っておこうという事で、他の事が一段落した

昨年の秋に申し込みに行きました。自動車免

許で通ったのは 25年以上昔の話しで、その当

時の記憶はすっかり頭に残っておらず、普通

に通えば誰でも取れるだろうと安易に考えて

いました。通ってみたら、これがまあ大変で

した。初のバイク運転でギアチェンジも出来

ないうちから次から次へと新しい課題が出さ

れ、頭の中は大パニックです。注意されても

ギアチェンジの事で頭がいっぱいで、他の事

まで考えられませんでした。ついには胃も痛

くなってきました。中型免許も持たず、いき

なり初バイクが大型とは無謀だったのかもし

れません。余程行きたくなかったのですが、

それでも土・日の予定の入ってない日に通い、

何とか終盤まで漕ぎつけました。 

教習所という特殊な環境下で、色々な気付

きがありました。いつもは部下に指導したり、

また税理士としてお客様にお伝えしたりする

立場なのですが、ここでは逆で、教官に指導

を受ける立場です。ヘルメットを被りゼッケ

ン番号で呼ばれるので、若い人とかおじさん

とか、社会的立場とは全く関係ありません。

言われた通りに出来ない、心が折れかかって

いる教習生ですので、いつもと逆の立場の気

持ちが痛いほど良く分かりました。よく部下

に「相手の気持ちを想像しなさい」と言って

いるのですが、当事者になって感じなければ

本当のところは分からないのかもしれません。

改めて人の感情の部分にフォーカスした伝え

方がいかに大切で難しいか、という事も学ば

せてもらいました。 

いよいよ教習も大詰めで、あと少しで卒業

検定です。今ではバイクを運転することがと

ても楽しく、早く公道で走りたい気持ちです。

しかし、卒業検定の事を想像すると緊張で手

足に汗が噴き出してきます。この季刊誌が発

行される頃には何とか無事卒業できていれば

いいのですが・・・。 

今号の税務トピックス
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～確定申告の対象者について～ 

年も明けて、平成 29年になりました。個人
の方で事業等をされている方は、そろそろ確

定申告が気になりだす頃かと思います。ただ

し、確定申告は、必ずしも事業をされている

方だけが対象ではありません。

今回は、確定申告が実は必要な方、又は、

した方がいい方についてお知らせ致します。

1.確定申告とは

確定申告とは、毎年 1月 1日から 12月 31
日までの 1 年間に生じた「所得」の金額とそ
れに対する所得税の額を計算し、源泉徴収さ

れた所得税や、予定納税額などがある場合に

は、その過不足を精算する手続きです。

ここで、「所得」についてなのですが、次の

10種類があります。

①利子所得②配当所得③不動産所得

④事業所得⑤給与所得⑥退職所得⑦山林所得

⑧譲渡所得⑨一時所得⑩雑所得
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③不動産所得は、アパートや土地などをお持

ちで、賃貸収入がある方が対象になります。

④事業所得はお店などを営まれていて収入が

ある方が対象になります。また、⑦山林所得

は、山林をお持ちで林業を営まれている方が

対象になります。

これらについては、毎年、継続的に収入と経

費が生じているため、毎年確定申告をされて

いるものと思います。

ただし、これ以外にも確定申告の対象とな

る方もいらっしゃいます。

2.確定申告の対象となる方

(1) 複数給与がある方
1 の⑤給与所得は、お給料として事業者か

ら支給を受けた所得を言います。通常、年末

時点で１ヶ所のみの職場でお給料を得ている

場合には、職場で年末調整を行う事で年間の

所得が通算されて、年間トータルの所得税の

金額と、既に天引きされた源泉税の金額が精

算され、多くの場合は一部が戻ってきます。

ただし、年末で 2 ヶ所以上の職場で勤務さ
れている場合には、年間トータルの所得の金

額が計算できません。

そのため、すべての給与金額の合計を算出

して、年間トータルの所得の金額を計算する

ために、確定申告を行う必要があります。

それぞれの職場で発行された源泉徴収票を

税務署にお持ちになれば、税務署のスタッフ

に教えてもらいながらする事が出来ます。

(2) 譲渡所得がある方
1の⑧譲渡所得とは、土地、借地権、建物、

株式等、特定の公社債、金地金、宝石、書画、

骨とう、船舶、機械器具、漁業権、取引慣行

のある借家権、ゴルフ会員権、特許権、著作

権、鉱業権、土石(砂)などを譲渡した事による
所得を言います。ただし、家具、什器、通勤

用の自動車、衣服などの生活に通常必要な動

産の譲渡による所得等は含まれません。

譲渡所得については、毎年生じるものでは

ありません。また、土地建物を譲渡した場合

には、税額も高額になるケースが多いです。

平成 28 年中に土地建物等を譲渡された方に
ついては、譲渡所得が必要になる事が考えら

れますので、お早目にご相談下さい。

(3) 生命保険の一時金や損害保険の満期返礼
金を受け取った方

1の⑨一時所得には、懸賞や福引の賞金品、
競馬や競輪の払戻金や、生命保険の一時金や

損害保険の満期返戻金が含まれます。

こちらも、毎年生じるものではありません。

もし、平成 28年中に上記のような臨時の収入
があった場合には、確定申告が必要になりま

す。

その他、医療費控除がある方、ふるさと納

税等寄付金控除がある方など、確定申告が必

須ではありませんが、確定申告をする事で、

所得税の一部が戻ってくるケースもあります。

ご不明の場合は、九段会計事務所までご連

絡下さい。

九段会計 山岡 至
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補助金・助成金で人手不足対策を

九段会計事務所 矢合 真弓 

今やどの業種でも人手不足が深刻化してき

ました。採用コストも上がっているうえ、最

低賃金も上がり、社会保険料を含めると人件

費も上がっていて、経営を圧迫している事業

者様も多いかと思います。

 一方で、人工知能の発達がすさまじく、IT
を駆使したサービスで人手不足対策も進んで

きている事業者様も増えてきています。その

他にも、業務の切り分けや、仕組み作りをす

ることで女性の社会進出の促進や、元気な高

齢者の雇用が出来るなどまだまだ人手不足対

策があるかと思います。

そこで、補助金や助成金を活用してぜひ人

手不足対策をし、経営を安定させていただき

たいと思っています。

 補助金は予算が終わり次第終了してしまう

ので、いつまでも募集しているわけではあり

ませんが、新しくできたり、補正されたりす

るので、自社に当てはまるものは無いか、情

報収集をしてみてください。国のみならず、

都道府県や市区町村独自のものもあります。

IT系では、【IT導入補助金】が平成 29年 1
月 27 日から交付申請受付開始予定です。IT

導入支援事業者が代理で申請してくれるので、

申請する手間が省け、IT化を進めることによ
り、人手不足解消にプラスして、属人化を防

ぐこともできます。属人化していると、その

人が退社したときに、業務の内容がわからな

い、実は無駄な作業をしているのに気づかな

い、という弊害があります。

女性の採用のために環境整備や、在宅勤務

ができるような仕組みを作りたい、という場

合は、【女性の活躍推進等職場環境整備助成

金】という助成金があります。

この助成金の申請期間が平成 29年 3月 31
日なので、早めに動かないといけないうえ、

確実にもらえるものではなく、また、書類の

整備に手間がかかりますが、これを機に女性

を採用しやすい環境整備をすることが重要だ

と思います。

 例えば、女性専用のトイレや更衣室の設置、

保育園不足のため、子連れ出勤できるよう、

授乳やおむつ替えができる環境整備、また、

在宅勤務の導入などにかかるコストの一部を

国が負担してくれます。ちょっとした環境整

備で大きく結果が変わることもあるので、ぜ

ひ検討してみてください。

社会全体を見回すと人手不足ではあります

が、高齢者はまだまだ買い手市場です。メリ

九段会計 矢合 真弓
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編集担当 遠藤 洋輔

今号もご愛読くださ

いましてありがとう

ございました。 

広告掲載ご希望の方

はお気軽に弊所まで

ご連絡ください 

ットも多いので、仕事を細分化し、高齢者で

もできる仕事は無いか、改めて考えてみても

いいかもしれません。ハローワーク等で採用

した場合、助成金の対象となる方もいらっし

ゃいます。また、東京都でもあっせんしてい

るので、無料で採用できるかもしれません。

ぜひ検討してみてはいかがでしょうか？

編集後記 

九段会計事務所 遠藤 洋輔  

 寒さもピークを向かえ、温もりを欲す季節

となりました。世間の男性は今からソワソワ

し始め、女性はドキドキし始めている、そん

な時期ではないでしょうか。そうです、もう

すぐバレンタインデーがやってきます。  

僕がまだ学生だった頃は、女性から男性へ

チョコレートに気持ちをのせて愛を伝えるこ

とがバレンタインデーという行事でした。放

課後に誰もいない教室で・・・ロッカーを開

けてみれば・・・なんて妄想を膨らませてい

たことが懐かしく思えます。 

 バレンタインデーの起源は諸説ありますが、

3世紀中ごろのローマにあったと言われてい

ます。兵士の結婚が禁じられている中、ウァ

レンティヌスという兵士がそれに逆らい結婚

し処刑されました。そのエピソードからウァ

レンティヌスを恋人たちの守護聖人と信仰し、

殉教した2月14日をバレンタインデーと呼び、

恋人たちが祝うようになったと言われており

ます。 

しかし、現在のイタリアでは特別にお祝い

するということは無いようです。また、世界

を見回してみると、日本のようにチョコレー

トを異性に渡す国はほとんどないようです。 

それではなぜ日本ではチョコレートを贈る

ようになったのでしょうか。こちらも正確に

は特定されていませんが、企業の販売戦略な

のではないかと言われております。日本は気

持ちを表現するのが苦手な文化であるので、

そういったものも相まってバレンタインデー

にチョコレートを贈る文化が広まったのでは

ないでしょうか。 

 最近では、友達間でのコミュニケーション

ツールになったり、男性が女性にチョコレー

トを渡したり、はたまたホームパーティーを

行ったり、バレンタインデーという行事が多

様化してきています。 

 とは言うものの、やはりバレンタインデー

に女性からのチョコレートは期待してしまい

ます。男の性なのでしょうか。バレンタイン

デーまで、ドキドキしながら待っていたいと

思います。（笑） 

Follow me !! 

@kudankaikei 

Like me !! 
「九段会計事務所」 
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